
国
際
海
事
機
関
海
洋
環
境
保
護
委
員
会
の
判
定
に
基

づ
き
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質 

 発
令 

 
：
平
成
18
年
12
月
15
日
号
外
環
境
省
告
示
第
148
号 

最
終
改
正
：
令
和
４
年
８
月
17
日
号
外
環
境
省
告
示
第
61
号  

 

一 

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十

六
年
政
令
第
二
百
一
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
第
一
号
ロ
の

規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
Ｘ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害

で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定

め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

物 
 

質 
係  

数 

(1) 

Ｎ―

（
二―

ア
ミ
ノ
エ
チ
ル
）―

二―

ア
ミ
ノ
エ
タ
ノ

ー
ル
、
ト
ー
ル
油
脂
肪
酸
及
び
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
の
反
応
生

成
物
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る

物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸

送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
〇
、
〇
〇〇 

(2) 

ア
ル
キ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
十

二
の
も
の
を
含
む
炭
素
数
が
十
か
ら
十
八
ま
で
の
も
の
の

混
合
物
に
限
る
。
） 

二
五
、
〇
〇〇 

(3) 

二―

ア
ル
キ
ル―

一―

ベ
ン
ジ
ル―

四
・
五―

ジ
ヒ
ド

ロ―

一―

ヒ
ド
ロ
キ
シ
エ
チ
ル―

イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ウ
ム
ク
ロ

リ
ド
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る

物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸

送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
、
〇
〇
〇 

(4) 

ア
ル
キ
ル―

一―

ベ
ン
ジ
ル―

ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
ク
ロ

リ
ド
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
一
又
は
二
の
も
の
及
び

そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見

地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合

し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
、
〇
〇
〇 

(5) 

ア
ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
（
ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
三
か

ら
十
一
ま
で
の
も
の
の
混
合
物
に
限
る
。
）
並
び
に
ア
ク

リ
レ
ー
ト
ポ
リ
マ
ー
及
び
フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ

ド
ポ
リ
マ
ー
の
混
合
物
の
混
合
物
（
ア
ク
リ
レ
ー
ト
ポ
リ

マ
ー
及
び
フ
ェ
ノ
ー
ル
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
ポ
リ
マ
ー
の

混
合
物
の
濃
度
が
三
十
三
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の

に
限
る
。
） 

二
五
、
〇
〇〇 

(6) 

ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン
及
び
ト
ー
ル
油
脂
肪
酸
の
反
応

生
成
物 

一
、
〇
〇
〇  

(7) 

一―

（
フ
ェ
ニ
ル
メ
チ
ル
）―

ピ
リ
ジ
ニ
ウ
ム
ア
ル
キ
ル
誘

導
体
塩
化
物
（
濃
度
が
三
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に

限
る
。
）
並
び
に
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
（
濃
度

が
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
イ
ソ
プ
ロ
パ

一
、
〇
〇
〇  



ノ
ー
ル
（
濃
度
が
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限

る
。
）
を
溶
媒
と
す
る
溶
液
及
び
メ
タ
ノ
ー
ル
溶
液
（
濃
度
が
三

重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
混
合
溶
液 

二 

令
別
表
第
一
第
二
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

Ｙ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物

質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号
ニ
の
規

定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物
質
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

物 
 

質 

係  

数 

(1) 

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
及
び
ア
ク
リ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
の
共
重
合

体
溶
液
（
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
と
ア
ク
リ
ル
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
の
重
量

比
が
七
十
対
三
十
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
並
び
に
イ
ソ
ア
ル
カ
ン

（
炭
素
数
が
十
二
以
上
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
に
限
る
。
）
及
び

シ
ク
ロ
ア
ル
カ
ン
（
炭
素
数
が
十
二
以
上
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物

に
限
る
。
）
の
混
合
物 

一 

(2) 
 

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
、
二―

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド―

二―

メ
チ
ル―

一―

プ
ロ
パ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
、
テ
ト
ラ
エ
チ
レ
ン
グ
リ

コ
ー
ル
ジ
ア
ク
リ
ラ
ー
ト
及
び
メ
チ
レ
ン
ビ
ス
ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド
の

共
重
合
体 

一 

(3) 

ア
ク
リ
ル
酸
、
酸
化
エ
チ
レ
ン
、
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
、
四―

タ
ー
シ
ャ
リ
ブ
チ
ル
フ
ェ
ノ
ー
ル
、
ホ
ル
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
及
び

一 

無
水
マ
レ
イ
ン
酸
の
共
重
合
体
の
キ
シ
レ
ン
及
び
ナ
フ
サ
を

溶
媒
と
す
る
溶
液
（
濃
度
が
六
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
も
の

に
限
る
。
）
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ

る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸

送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

(4) 

ア
ク
リ
ル
酸
、
ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン
及
び
ト
ー
ル
油

酸
の
反
応
生
成
物
の
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
溶
液
（
他
の
海
洋

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な

い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
） 

一 

(5) 

ア
ル
ミ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全

の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混

合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
〇 

(6) 

イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル
ア
ル
コ
ー
ル
、
ト
ー
ル
油
（
蒸
留
物
に
限

る
。
）
、
ド
デ
シ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
錯
体
の
ナ
フ
サ
を

溶
媒
と
す
る
溶
液
、
ポ
リ
ア
ル
キ
レ
ン
ポ
リ
ア
ミ
ン
及
び
リ
ノ

ー
ル
酸
二
量
体
の
混
合
物
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い

る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

二
五 

(7) 

エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
モ
ノ
ア
ル
キ
ル
エ
ー
テ
ル
（
濃
度
が
三
十

一
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
、
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ

ー
ル
（
濃
度
が
二
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
、

エ
ト
キ
シ
化
ア
ル
コ
ー
ル
（
濃
度
が
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の

二
五 



も
の
に
限
る
。
）
、
エ
ト
キ
シ
化
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ン
（
濃
度
が
十
重
量

パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
二―

メ
ル
カ
プ
ト
エ
タ

ノ
ー
ル
溶
液
（
濃
度
が
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）

の
混
合
溶
液 

(8) 

ア
ル
フ
ァ
オ
レ
フ
ィ
ン
（
炭
素
数
が
十
二
以
上
の
も
の
の
混
合

物
に
限
る
。
） 

一 

(9) 

ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン
五
酢
酸
五
カ
リ
ウ
ム
塩
溶
液

（
濃
度
が
四
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
の
も
の
に
限
る
。
）
（
他
の

海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害

で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に

限
る
。
） 

一 

(10) 

ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン
五
メ
チ
レ
ン
ホ
ス
ホ
ン
酸
ア
ン

モ
ニ
ウ
ム
塩
溶
液
（
濃
度
が
六
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
も

の
に
限
る
。
） 

一 

(11) 

ジ
エ
チ
レ
ン
ト
リ
ア
ミ
ン
五
メ
チ
レ
ン
ホ
ス
ホ
ン
酸
五
ナ

ト
リ
ウ
ム
塩
溶
液
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害

で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態

で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一 

(12) 

二
・
四―

ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ
キ
シ
酢
酸
コ
リ
ン
塩
溶
液 

一 

(13) 

三―

（
三
・
五―

ジ―

タ
ー
シ
ャ
リ―

ブ
チ
ル―

四―

ヒ
ド

ロ
キ
シ
フ
ェ
ニ
ル
）
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
ア
ル
キ
ル
エ
ス
テ
ル
（
ア

ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
七
か
ら
九
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混

一
〇 

合
物
で
あ
っ
て
、
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で

あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で

輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

(14) 

ジ
プ
ロ
ピ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
ジ
ベ
ン
ゾ
ア
ー
ト
（
他
の
海

洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で

な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
） 

一
〇 

(15) 

脂
肪
族
ア
ル
コ
ー
ル
エ
ト
キ
シ
ラ
ー
ト
燐
酸
塩（
ア
ル
コ
ー
ル
の

炭
素
数
が
九
か
ら
十
一
ま
で
の
も
の
の
混
合
物
に
限
る
。
） 

一
〇 

(16) 

シ
ン
ナ
ム
ア
ル
デ
ヒ
ド
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地

か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て

い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一 

(17) 

セ
ス
キ
オ
レ
イ
ン
酸
ソ
ル
ビ
タ
ン 

一 

(18) 

炭
酸
カ
リ
ウ
ム
溶
液
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か

ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い

る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一 

(19) 

ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
及
び
ト
ー
ル
油
酸
の
反
応
生
成

物
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又

は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
） 

一 

(20) 
ナ
ト
リ
ウ
ム
メ
ト
キ
シ
ド
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見

地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し

二
五 



て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
（
濃
度
が
二
十
一
重
量
パ
ー

セ
ン
ト
以
上
三
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
メ
チ
ル
ア
ル
コ

ー
ル
溶
液
を
除
く
。
）
に
限
る
。
） 

(21) 

パ
ー
ム
油
工
場
廃
液
精
製
油 

一 

(22) 

パ
ー
ム
油
工
場
廃
液
精
製
油
脂
肪
酸
蒸
留
留
出
物 

一
〇 

(23) 

不
飽
和
脂
肪
酸
（
炭
素
数
が
十
八
の
も
の
に
限
る
。
）
及
び
ジ
メ

チ
ル
硫
酸
に
よ
り
第
四
級
化
し
た
ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
の
反
応

生
成
物 

一 

(24) 

ヘ
キ
サ
オ
レ
イ
ン
酸
ポ
リ
（
エ
チ
レ
ン
グ
リ
コ
ー
ル
）
ソ

ル
ビ
ト
ー
ル
エ
ス
テ
ル 

一 

(25) 

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

一
・
三
・
五―

ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル―

一
・

三
・
五―

ト
リ
ア
ジ
ン
溶
液 

一
〇 

(26) 

ヘ
キ
サ
ヒ
ド
ロ―

一
・
三
・
五―

ト
リ
メ
チ
ル―
一
・
三
・

五―

ト
リ
ア
ジ
ン
溶
液
（
濃
度
が
四
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
の
も
の
に
限
る
。
） 

一
〇 

(27) 

ほ
う
酸
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ

る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸

送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

二
五 

(28) 

ポ
リ
ア
ル
ケ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
溶
液
（
ア
ル

ケ
ニ
ル
基
の
炭
素
数
が
十
六
か
ら
十
八
ま
で
の
も
の
の
混
合

物
に
限
る
。
） 

一
〇
〇 

(29) 

ポ
リ
ア
ル
ケ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
（
ア
ル
ケ
ニ

一 

ル
基
の
炭
素
数
が
二
十
か
ら
二
十
八
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の

混
合
物
に
限
る
。
）
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有

害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状

態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

(30) 

ポ
リ
エ
ー
テ
ル
の
ほ
う
酸
エ
ス
テ
ル
（
他
の
海
洋
環
境
の

保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質

と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
〇 

(31) 

ポ
リ
（
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
）
＝
ド
デ
シ
ル
エ
ー
テ
ル
硫
酸
ナ

ト
リ
ウ
ム
塩
溶
液 

一
〇 

(32) 

ポ
リ
オ
キ
シ
エ
チ
レ
ン
ノ
ニ
ル
フ
ェ
ニ
ル
エ
ー
テ
ル
燐
酸

エ
ス
テ
ル
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る

物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送

さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一
〇 

(33) 

N
・
N′―

メ
チ
レ
ン
ビ
ス
（
五―

メ
チ
ル
オ
キ
サ
ゾ
リ
ジ

ン
） 

二
五 

(34) 

二―

メ
ル
カ
プ
ト
エ
タ
ノ
ー
ル 

二
五 

(35) 

メ
ル
カ
プ
ト
酢
酸
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る

状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

一 

(36) 

ヨ
ウ
化
カ
リ
ウ
ム
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る

状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

二
五 



三 

令
別
表
第
一
第
三
号
ロ
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら

Ｚ
類
物
質
と
同
程
度
に
有
害
で
あ
る
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物

質
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号
ニ
の
規

定
に
基
づ
き
環
境
大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物
質
ご
と
に

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 

物 
 
 

質 

係 

数 

(1) 

三―

ア
ミ
ノ
プ
ロ
ピ
ル
ト
リ
エ
ト
キ
シ
シ
ラ
ン
（
他
の
海

洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で

な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
） 

〇 

(2) 
 

塩
化
カ
ル
シ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
三
十
五
重
量
パ
ー
セ
ン

ト
未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

〇 

(3) 
 

塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
溶
液
（
濃
度
が
三
十
重
量
パ
ー
セ
ン
ト

未
満
の
も
の
に
限
る
。
） 

〇 

(4) 

魚
副
産
物
（
生
鮮
の
も
の
に
限
る
。
） 
〇 

(5) 
 

水
酸
化
コ
リ
ン
溶
液 
〇 

(6) 
 

ト
リ
エ
タ
ノ
ー
ル
ア
ミ
ン
ポ
リ
燐
酸
エ
ス
テ
ル
ナ
ト
リ

ウ
ム
塩
溶
液 

〇 

(7) 

フ
ィ
ッ
シ
ュ
サ
イ
レ
ー
ジ
（
ぎ
酸
の
含
有
量
が
三
重
量
パ

ー
セ
ン
ト
以
下
で
あ
つ
て
、
酸
化
防
止
剤
を
含
む
も
の
に
限

る
。
） 

〇 
(8) 

ヘ
キ
サ
ン
ト
リ
カ
ル
ボ
ニ
ト
リ
ル 

〇 

(9) 

ポ
リ
（
Ｌ―

ア
ス
パ
ラ
ギ
ン
酸
）
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
水
溶
液

（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又

は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る

も
の
に
限
る
。
） 

〇 

(10) 

マ
レ
イ
ン
酸
及
び
ア
リ
ル
ス
ル
ホ
ン
酸
の
共
重
合
体
の
ナ

ト
リ
ウ
ム
塩
並
び
に
ホ
ス
ホ
ン
酸
塩
の
混
合
溶
液
（
他
の
海
洋

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な

い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限

る
。
） 

〇 

(11) 
 

マ
レ
イ
ン
酸
、
ア
ク
リ
ル
酸
、
ビ
ニ
ル
ス
ル
ホ
ン
酸
及
び
ビ
ニ
ル

ホ
ス
ホ
ン
酸
重
合
体
を
含
む
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
溶
液
並
び
に
エ
チ
レ
ン
グ

リ
コ
ー
ル
溶
液
の
混
合
溶
液 

〇 

(12) 
 

五―

（
二―

（
メ
チ
ル
チ
オ
）
ア
ル
キ
ル
）
イ
ミ
ダ
ゾ
リ
ジ
ン

―

二
・
四―

ジ
オ
ン
及
び
炭
酸
カ
リ
ウ
ム
の
中
和
反
応
生
成
物
ろ
液

の
濃
縮
物 

〇 

四 

令
別
表
第
一
の
二
第
十
九
号
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地

か
ら
有
害
で
な
い
も
の
と
し
て
環
境
大
臣
が
指
定
す
る
物
質
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
し
、
令
別
表
第
一
各
号
ニ
の
規
定
に
基
づ
き
環
境

大
臣
の
定
め
る
係
数
は
、
次
の
表
の
上
欄
の
物
質
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

下
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。 

 



物 
 
 

質 

係
数 

(1) 

ア
ク
リ
ル
酸
及
び
ジ
ア
リ
ル
ジ
メ
チ
ル
ア
ン
モ
ニ
ウ
ム
ク

ロ
ラ
イ
ド
の
共
重
合
体
の
ナ
ト
リ
ウ
ム
塩
水
溶
液
（
分
子
量
が

千
五
百
か
ら
四
千
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
で
あ
っ
て
、

他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有
害
で
あ
る
物
質
又
は

有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状
態
で
輸
送
さ
れ
る
も

の
に
限
る
。
） 

〇 
(2) 

酸
化
ビ
ス
マ
ス
（
他
の
海
洋
環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
有

害
で
あ
る
物
質
又
は
有
害
で
な
い
物
質
と
混
合
し
て
い
る
状

態
で
輸
送
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
） 

〇 

 


